
福山市立宜山小学校　　不祥事防止委員会

月 留意し活動する内容 実施内容

４

教育公務員として，法令等を遵守するとと
もに，誠実かつ真摯な態度で職務に取組
む。
・交通法規の遵守
・いじめ・体罰・セクハラ相談窓口の周知

職員研修（服務規律）
学校だより

５
体罰防止の徹底
面談１（教職員）
いじめアンケートの実施及び面談

職員研修（事例研修，熟議）
面談（不祥事防止に関わり）
アンケート（全児童に対し，気になる児童への面談）

６ 適正な会計管理 職員研修（適正な学年会計の管理）

７
適正な成績処理・管理，個人情報管理

PTAとの情報共有，意見交換

職員研修（成績，テストなどの個人情報の管理の徹底）
地域別懇談会の実施

８
不祥事防止研修
教職員の動静等，確実な把握
児童の状況把握

職員研修（ワークショップ型など演習，熟議）
服務の管理
家庭訪問等の実施

９ セクハラ・わいせつ行為防止の徹底 職員研修（事例研修）

１０
パワハラ防止の徹底
いじめアンケートの実施と面談

職員研修（事例研修）
アンケート（全児童に対し，気になる児童への面談）

１１
適正な会計管理
面談２（教職員）

職員研修（適正な会計処理と管理）
面談（不祥事防止に関わり）

１２
適正な成績処理と管理，個人情報管理

交通法規の遵守（飲酒運転等）

職員研修（成績，テストなどの個人情報の管理の徹底）
職員研修（事例研修）

１ 教育公務員としての服務遵守 職員研修（服務規律）

２ 適正な会計管理 職員研修（適正な学年会計の処理と管理）

３
適正な成績処理・個人情報管理

面談３（教職員）

職員研修（成績，テストなどの個人情報の管理の徹底）
面談（不祥事防止に関わり）

５　その他
校長が必要と判断した場合は年間計画に関わらず不祥事防止委員会を招集・開催する。

2020年度（令和2年度）　不祥事防止行動計画

１　職員の不祥事防止に対する日常的な意識啓発の取組み
（１）職員の不祥事に係る報道等があったときは，新聞記事等を配布するとともに，終礼等で研修を行い，注意を喚
起する。
（２）広島県教育委員会の「教職員の懲戒処分等に係る記者発表資料」が公表された時は資料を配布するととも
に，終礼等で研修を行う。
（３）「不祥事防止チェックリスト」への記入を通し，自己評価をするとともに，常時危機管理意識の高揚を図る。
（４）広島県教育委員会資料「教職員による不祥事の根絶～信頼され続ける教職員であるために～」を活用した
ワークショップ型の研修を通して，自己のあり方をみつめ，自己変革をする。

２　月別活動計画（服務研修は別紙研修計画による）

４　不祥事防止運動
年間を通して，不祥事を許さず，教育に全力を注ぐ組織風土を醸成するための取組を委員会で協議する。（スロー
ガンの策定，ヒヤリハット報告，チェックリストの分析等）

※　年間を通じて，「いじめ」「体罰・セクシュアルハラスメント」相談窓口や「せんせい　きいて！」（第３火曜
日）の開設，全校児童へのアンケート，ピア・サポート委員会の投書箱により，子どもの悩みを早期に把握し，
対応する。


